
 

神戸市幼保連携型認定こども園設置認可要綱  

 

（目的）  

第１条  この要綱は，就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推

進に関する法律（以下，「認定こども園法」という。）施行規則第３１条に基づ

き，認可の申請及び届出の手続その他細則について，必要な事項を定める。  

（設置位置）  

第２条  幼保連携型認定こども園を設ける位置については，神戸市子ども・子育

て支援事業計画に従い，子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以

下，「法」という。）第７条第４項に定める教育・保育施設の周辺における配置

状況，地域における待機児童の状況，将来の保育需要等を踏まえ，判断するも

のとする。  

（定員）  

第３条  定員については，原則として６０人以上とするものとする。  

（法令・通知の遵守）  

第４条  幼保連携型認定こども園の認可にあたって，各法令を遵守するほか，

「幼保連携型認定こども園の学級の編制，職員，設備及び運営に関する基準の

運用上の取扱いについて」（平成２６年１１月２８日府政共生第１１０４号２

６文科初第８９１号雇児発１１２８第２号）等の通知に従い審査する。  

 （建築基準法の遵守等）  

第５条  幼保連携型認定こども園は，建築基準法第７条第５項に規定する検査済

証が交付されている建物であるものとする。また，建築基準法における耐震基

準（昭和５６年６月１日施行）により建築された建物であるものとし，それ以

前に建築されたものにあっては建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るた

めの基本的な方針（平成１８年国土交通省告示第１８４号）に規定する方法で

行った耐震診断により，耐震上問題がないことが確認された建物であるものと

する。  

２  本要綱の施行日前日において，現に幼稚園又は保育所を設置している者が，

当該幼稚園又は保育所を廃止し，当該幼稚園又は保育所と同一の所在地におい



 

て，当該幼稚園又は保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する

場合は，前項の限りでない。  

（職員に関する基準）  

第６条  職員の配置については，神戸市幼保連携型認定こども園の学級の編制，

職員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２６年１０月神戸市条

例第１９号。以下，「条例」という。）に従うほか，次の各号に定める基準を遵

守するものとする。  

(1) 教育及び保育に直接従事する職員の数の算定方法については，「幼保連携

型認定こども園の編制，職員，設備及び運営に関する基準の運用上の取扱い

について」（平成２６年１１月府政共生第１１０４号２６文科初第８９１号

雇児発１１２８第２号）に定める方法によるものとする。  

(2) 以下の条件を全て満たす場合には，配置基準や加算算定上の定数の一部に

短時間勤務者を充てることができるものとする。  

ア  学級担任は原則常勤専任であること。  

イ  常勤の教育・保育に従事する者が各組や各グループに１名以上（乳児を

含む各組や各グループであって当該組・グループに係る配置基準上の定数

が２名以上の場合は，１名以上ではなく２名以上）配置されていること。  

ウ  常勤の教育・保育に従事する者に代えて短時間勤務の教育・保育に従事

する者を充てる場合の１か月の勤務時間数が，常勤を充てる場合の１か月

の勤務時間数を上回ること。  

(3) 調理員等の定数は，利用定員４０人以下の施設は１名以上，利用定員４１

人以上の施設は２名以上常勤職員を配置するものとする。利用定員１５１人

以上の施設は，さらに１名の非常勤職員を加えて配置するものとする。  

（設備に関する基準）  

第７条  設備の設置については，条例に従うほか，次の各号に定める基準を遵守

するものとする。  

(1) 乳児室又はほふく室については，乳児又は満２歳に満たない幼児１人につ

き，３．３平方メートル以上であるものとする。  

(2) 乳児又は満２歳に満たない幼児を入所させる場合は，調乳設備や体を洗う



 

設備，汚物を処理する設備等必要な設備を整えるものとする。  

(3) 乳児室・ほふく室・保育室及び遊戯室と調乳設備は，調乳を行う台の高さ

以上の扉等で区画するものとする。  

（運営に関する基準）  

第８条  幼保連携型認定こども園の運営にあたっては，条例に従うほか，次の各

号に定める基準を遵守するものとする。  

(1) 開所時間については，１日１１時間以上とする。  

(2) 開所日については，日曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日，１２月２９日から翌年の１月３日までの日以外

は開所するものとする。  

（苦情対応）  

第９条  苦情処理の対応について，「社会福祉事業の経営者による福祉サービス

に関する苦情解決の仕組みの指針について」（平成１２年６月７日児発第５７

５号）「児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令の施行について」（平成

１２年８月２２日児発第７０７号）に定める苦情解決体制を確立するものとす

る。  

（地域子ども・子育て支援事業の実施）  

第 10条  幼保連携型認定こども園は，法第５９条に規定される延長保育事業や一

時預かり事業等地域子ども・子育て支援事業を実施するものとする。  

（認可申請）  

第 11条  市が行う公募で承認を得た事業者は，工事完了後，開園までに速やかに

必要な添付書類を添えて「幼保連携型認定こども園設置認可申請書」（様式第

１号。以下，「認可申請書」という。）を市長に提出するものとする。  

２  施行日前日において，現に幼稚園又は保育所を設置している者が，当該幼稚

園又は保育所を廃止し，当該幼稚園又は保育所と同一の所在地において，当該

幼稚園又は保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合は，

別に市長が定める期日までに必要な書類を添えて認可申請書を市長に提出する

ものとする。  

３  市長は，「神戸市子ども・子育て会議」の意見を聴き，本要綱に定める要件



 

を満たす場合は，認可し，「幼保連携型認定こども園設置認可書」（様式第２

号）を申請者に交付する。  

（認可事項変更届）  

第 12条  市長は，法令及び本要綱の基準を満たす「幼保連携型認定こども園認可

事項変更届」（様式第３号）を受け付けたときは，「幼保連携型認定こども園認

可事項変更受理通知書」（様式第４号）を交付するものとする。  

（廃止・休止認可申請）  

第 13条  認可を受けた者が，幼保連携型認定こども園を廃止又は休止しようとす

るときは，原則として６か月以上前までに，認定こども園法施行規則第１７条

に定める事項を記載した「幼保連携型認定こども園廃止・休止認可申請書」

（様式第５号）を市長に提出する。市長は，適当と認める場合は，「幼保連携

型認定こども園廃止・休止認可書」（様式第６号）を交付するものとする。  

 （その他）  

第 14条  この要綱の施行に関し，必要な事項は所管局長が定める。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この要綱は，条例の施行の日から施行する。  

（幼保連携型認定こども園の職員の数等に係る特例）  

２  第６条に規定する職員の配置について，条例の規定に従い，幼保連携型認定

こども園の職員の数等に係る特例を適用する場合においては，市長が保育教諭

と同等の知識及び経験を有すると認める者とは，次の各号のいずれかに該当す

る者とする。  

(1) 子育て支援員研修のうち地域型保育コースを修了した者  

(2) 家庭的保育者  

 (3) 保育所，認定こども園又は地域型保育事業で保育業務に従事した期間が十

分にある者 (常勤で１年相当 ) 

附  則  

（施行期日）  

この要綱は，平成２８年１０月１日より施行する。  



 

  附  則  

（施行期日）  

この要綱は、令和３年４月１日より施行する。  


